
 
 
 
 
 
 
 

  
 令和８年４月１日より「豊田市いじめの防止に関する条例」が施行されます。いじめの
防止は、豊田市において重要な課題です。子どもの活動は学校だけでなく、市全体に広が
っています。そのため、学校、保護者、地域住民、事業者等、市全体でいじめの防止の基
本理念を共有し、いじめの防止に取り組む必要があります。いじめの防止の取組を市民全
体で推進することを目的として、本条例が制定されました。 

保護者、地域住民、地域クラブ等の取組や役割を明確にしたことが、本条例の価値であ
ると考えています。 

 
 
 上記のことについて、文部科学省から対応の通知がありまし
た。担任からの注意喚起や２月１９日に回収済みのアンケートな
どから状況を確認し対応してまいります。 

 また、学習用タブレットには「先生たすけて」というアイコン
があり、いつでもタブレットを使って児童が先生に対して発信できる環境が整って
います。 
 併せてインターネット上のトラブルについては、学校だけでは対応しきれないケースが
増え続けています。お子様がスマートフォンを利用されるご家庭では、年齢に合わせた適
切な使い方の確認と、インターネット上での誹謗中傷やプライバシーの問題について、ご
家庭での丁寧な指導と見守りをお願い致します。（裏面のチラシを活用してください） 
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